
規

則 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
各
号
に
定
め
る
期
間
」
を
「
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
） 

第
十
六
条
の
二 

教
育
委
員
会
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
の
請
求
に
つ
い
て
、
条
例
第
十
六
条
の
二

第
一
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
請
求
に
係
る
期
間
の
う
ち
校
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
時
間
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
単
位
は
、
三
十
分
と
す
る
。 

３ 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請

求
す
る
部
分
休
業
、
介
護
時
間
又
は
特
別
休
暇
（
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
場
合
の
も
の
に

限
る
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
の
子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は
、

一
日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
部
分
休
業
、
当
該
介
護
時
間
又
は
当
該
特
別
休
暇
の
承
認
を
受

け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
請
求
す
る
部
分
休
業
」
の
下
に
「
又
は
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
、

「
当
該
部
分
休
業
」
の
下
に
「
又
は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
組
合
休
暇
」
の
下
に
「
、
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
各
号
に
定
め
る
期
間
」
を
「
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同

項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

十
五 

第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ

る
期
間 

 

十
六 

生
後
満
一
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
が
、
労
働
基
準
法
第
六
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
間
を
請
求
す
る
場
合
の
休
暇 

一
日
に
つ
き
二
回
と
し
、

そ
れ
ぞ
れ
三
十
分 

 

十
七 

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
の
子

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
が
、
次
に
掲
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げ
る
場
合
に
お
い
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一

の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間 

 
 

イ 
そ
の
子
の
看
護
を
行
う
場
合 

ロ 

そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す
る
行
事
に
出
席
す
る
場
合 

ハ 

そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
の
全
部
又
は
一
部
が
感
染
症
の
予
防
上
必
要
が
あ
る
こ
と

に
よ
り
臨
時
に
休
業
と
な
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
、
そ
の
子
の
世
話

を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合 

十
八 

要
介
護
家
族
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
及
び
第
十
四

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期

間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
次
項

第
五
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
介
護
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
要
介
護
家
族
が
二
人
以
上
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間 

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
各
号
に
定
め
る
期
間
」
を
「
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

四 

小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
日
に
つ
き
二
時
間
（
当
該
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
つ

い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
が
二
時
間

を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
減
じ
た
残
り
の
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と

認
め
ら
れ
る
時
間 

第
二
十
二
条
第
三
項
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
八
号

中
「
認
め
ら
れ
る
期
間
」
を
「
認
め
ら
れ
る
時
間
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項

中
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
及
び
第
十
四
号
」
を
「
、
第
十

四
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
」
に
、
「
第
三
項
第
五
号
及
び
第
六
号
」
を
「
第
三
項
第
四
号
」

に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
三
項
第
七
号
」
を
「
第
三
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項

中
「
第
三
項
第
八
号
」
を
「
第
三
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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